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はじめに

5年に一度公表される公的年金の財政検証は、
公的年金の「健康診断」とも評される。健康診断の
診断結果をみる指標としては、人口動態や経済成
長などに一定の前提をおいて、①約100年後を考
慮した長期の財政収支の見通し、②マクロ経済ス
ライドによる給付水準とその終了年度の見通し、の
2点が主に使用される。前回の財政検証以降、日本
はコロナ禍、少子・高齢化のさらなる進展、物価上
昇やゼロ金利の緩和など多くの経済状況の変化を
経験したため、財政検証の結果は社会の注目を集
めた。
今回の財政検証では、いわば健康維持のための
選択肢に相当する豊富なオプション試算も提示さ
れた。その一つである、被用者保険の適用拡大だ
けでも４つの試算結果が提示された。適用拡大①
は、企業規模要件の廃止と５人以上個人事業所

に係る非適用業種の解消を行う場合（約90万人
の適用）、適用拡大②は、①に加え、賃金要件の撤
廃または最低賃金の引上げにより同等の効果が得
られる場合（約200万人の適用）、適用拡大③は、
②に加え、5人未満の個人事業所も適用事業所
とする場合（約270万人の適用）、そして適用拡大
④は、所定労働時間が週10時間以上のすべての
被用者を適用させる場合（約860万人の適用）で、
適用対象外となる10時間未満の労働者は180万
人にまで減少するという内容であった。そして、適用
拡大④であれば、成長型経済移行・継続ケース（以
後、成長ケース）ではマクロ経済スライドが実施さ
れず、所得代替率は61.2％の現状水準を維持で
き、過去30年投影ケースでも、マクロ経済スライド
の調整期間が短くなるため、所得代替率も56.3％
と高い水準を維持できることが示された。

ロスジェネ問題への対応

2040年頃には、日本の高齢化率はピークに達
し、第二次ベビーブーム世代と重なる就職氷河
期世代（ロスジェネ世代）が高齢期を迎える。丸山
（2019）が分析したロスジェネ世代のフリーター
や無業者のうち、初職が非正規や無業であった者
は、その後の公的年金の累積の未納月数も高く、経
済的にも脆弱な層が多く、とくに男性にその影響が
大きかった。同世代の非正規労働者層は、未婚率
が高く、無年金・低年金者の割合も多いため、高
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齢期にさまざまな生活困窮にみまわれる可能性
が高い。
2019年財政検証では、マクロ経済スライドによ

る影響は、基礎年金の比重の高い低所得層により
深刻であることが確認された。現在、生活保護受
給者の約半数は高齢者であり、そのうち無年金者
の割合は28％、年金受給額は月額２～３万円台に
集中（厚生労働省「令和５年度被保護者調査速報
値」）している。今後も、マクロ経済スライドの適用期
間やその調整率が伸長すれば、低年金者の増加
が見込まれる。新型コロナウイルス禍の影響が長
期化したことや物価高騰などが影響し、生活保護
の申請者は高止まりが続く。低年金者の問題は、生
活保護財政にも波及するため、社会保障全体での
影響を検証する必要がある。

これまでの適用拡大がもたらした影響

公的年金の適用拡大は、2004年年金改革で
議論されたものの、事業主負担増への反発が大き
く、5年後をめどに検討し、必要な措置を講ずるこ
ととされた。厚生年金・健康保険の短時間労働者
に対する適用拡大は、2016年10月から実施さ
れ、特定適用事業所で働く短時間労働者は、以下
の加入要件を満たせば、健康保険・厚生年金保険
の加入対象となった。加入要件は、「特定適用事
業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公
共団体に属する事業所」に勤務する者で、週の労
働時間が20時間以上であること、所定内賃金が
8.8万円以上であること、1年以上使用される見
込み（2022年10月から「2カ月以内の期間を超えて使
用される見込み」に短縮）、学生でないことなどの加
入要件をすべて満たすことが必要で、特に企業規
模要件については、2016年10月では従業員数
501人以上の企業等、2022年10月より従業員
数101人以上の企業等、そして2024年10月から
従業員数51人以上の企業等と徐々に引き下げら
れて現在に至る。
2016年10月時点での厚生年金加入の短時
間労働者数は、男性9万人、女性20万人であっ

たが、その後も厚生年金被保険者全体の伸びを
大きく上回る状況で推移している。特に際立つの
は、2022年10月の企業規模要件の引き下げに
よる短時間労働者数の増加である。厚生年金被保
険者全体では、対前月比1％程度の伸びであった
が、短時間労働者については男女とも26％増と際
立って高かった。2022年度末の短時間被保険者
は前年度より約20万人増加し、対前年比で男性
40.1％、女性45.9％増と約1.5倍近い人数にまで
上昇した。

図１は、厚生年金保険に加入する短時間労働
者の標準報酬月額別の被保険者数をあらわした
ものである。2016年10月末の適用拡大開始時、
2017年４月末の500人以下の民間企業等は労
使合意に基づき、適用拡大が可能（国・地方公共団
体は適用）になった時期、2022年9月、10月末
は被保険者101人以上の企業が適用された前後
の月、そして2024年6月末は本稿執筆時点におけ
る最新の調査結果をあらわす。図１を見ると、被保
険者数の増加はもちろんのこと、その分布の山の位
置が移動していることに気がつく。2016年10月、
2017年４月時点では、9.8万円の部分がもっとも
高い山になっているが、2022年9月以降の調査
結果では、11.8万円の標準報酬の部分がもっと
も高くなっている。もちろん、調査期間が6年間空
いていることや最低賃金の上昇や非正規労働者の
賃金水準が上昇した影響もあるだろうが、加入者
がより長時間働くようになった結果、標準報酬月額
の分布が右にシフトしたとも考えられる。
ただし、女性の場合は8.8 ～ 10.4万円の標準
報酬月額の者が全体の1割超を超え、11.8万円
以下までに約３割が集中する。一方で、標準報酬月
額65万円以上の最も高い報酬を得ている層に属
する者も増加傾向で、同標準報酬の階層における
厚生年金加入者全体に占める短時間労働者の割
合は、男性が0.05％、女性が0.34％で、女性の短
時間労働者の割合の方が高く、その層は多様化し
いることがわかる。
労働政策研究研修機構（2024）による社会保険

の適用拡大への対応状況に関する調査によれば、
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2022年10月より適用拡大対象となった常用雇
用者101 ～ 500人の企業で、要件を満たす短時
間労働者（対象者）が「いる」場合に、新たに厚生年
金・健康保険が適用されるのに伴い、対象者と概
ねどのような方針で調整を行ったか尋ねると、「で
きるだけ／どちらかといえば、適用する」との回答
が6割を超え、労働者の希望というよりは法令順守
が重視されていることが明らかにされている。雇用
者101 ～ 500人の企業に勤務する短時間労働者
を対象に、2022年10月からの適用拡大に伴う自
身の働き方や社会保険の適用状況の変化につい
て尋ねると、「厚生年金・健康保険が適用されるよ
う、かつ手取り収入が増える（維持できる）よう、所定
労働時間を延長した（してもらった）」及び「所定労
働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用さ
れた」割合が、「厚生年金・健康保険が適用されな
いよう、所定労働時間を短縮した（してもらった）」割
合を上回ったという。ただし、「国民年金に加入（第
1号被保険者）」していた短時間労働者では、厚生
年金・健康保険に新たに加入した割合が回避した

割合を大きく上回ったのに対し、「配偶者が加入す
る被用者年金の被扶養配偶者（第3号被保険者）」
だった短時間労働者は、加入と回避が同程度で、
第3号被保険者の対応は二分されていることも示
されている。加入しなかった理由としては、「手取り
収入が減少するから」、「配偶者控除を受けられな
くなるから」、「健康保険の扶養から外れるから」な
どが続き、2024年10月から予定されるさらなる
適用拡大への対応についても、同様の理由から適
用回避をする意向が見られた。
本稿執筆時点では、2024年10月時点の厚生

年金の被保険者数は公表されていないが、新たに
70万人程度の被保険者が増加することが見込ま
れているという。こうした企業要件の緩和は、同じ労
働条件で働いていても、企業規模によって社会保
険の適用が異なることになり、広い意味での「同一
労働同一賃金」という視点からも望ましい。
短時間労働者が厚生年金加入者に移行すれ

ば、第1号被保険者、第3号被保険者数は減少
することになる。国民年金の第1号被保険者数

図１　厚生年金（第1号）短時間被保険者の標準報酬月額別の人数分布（月末）

注：坑員の被保険者数が含まれる。

出所：厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業月報（速報）」より筆者作成。
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は2016年度末で1575万人、第3号被保険者は
889万人であったが、2022年度末にはそれぞれ
1405万人、721万人まで減少した。より多くの国
民が厚生年金に加入することは、老齢基礎年金に
加え、老齢厚生年金の受給が可能になるため年金
受給額が増加することや、いわゆる第3号被保険
者制度をめぐる費用負担の不公平感の解消にもつ
ながる。

財政検証の結果

今回のオプション試算では、モデル世帯以外の
性・生年・個人単位別の給付額の分布もはじめて
公表され、適用拡大を進め、そして保守的な「過去
30年投影ケース」よりも「成長型経済移行・継続
ケース」において、男性よりも女性が、そして後世代
になるほど平均年金受給額が増加することが示さ
れた。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平均標準
報酬（いわゆる賃金）と加入月数のかけ算であるた
め、経済成長によって賃金水準が高くなり、加入月
数が増加すれば年金受給額が増加するのは当然
である。

さらに、2024年11月9日、厚生労働省が「年
収106万円の壁」、いわゆる厚生年金の賃金要件
を撤廃する方針であることが報道された。今後、企
業規模の要件も撤廃され、賃金の要件が撤廃され
れば、週20時間以上働くと厚生年金の適用を受け
ることになり、厚生労働省は、これらの見直しで新
たにおよそ200万人が加入対象になる見込みだと
している。実際の議論は今後の社会保障審議会年
金部会に委ねられることになろうが、シンプルな制
度設計は歓迎すべき改正である。産業界からも、厚
生労働省がいわゆる「106万円の壁」については一
定の評価を得ている1。
この週20時間以上働くと、企業規模要件にかか
わらず適用拡大の対象になることや、企業規模要
件の撤廃は、財政検証の③にもっとも近い。表１は
適用拡大の③（週20時間以上で適用）と④（週10
時間以上）で適用という、主として労働時間の要件
のみを変更した場合に、老齢基礎年金の月額受給
額に近い7万円未満の月額受給になる者の割合を
性・生年度別に比較した結果である。

表１をみると、1964年度生まれまでは適用拡
大③、④とも男性で10％、女性で20％強いた月

表１　性・生年度別　適用拡大の労働時間要件による月額7万円未満の受給者割合

注：月額7万円以下の受給者数が全受給者数に占める割合を表している。金額は、2024年度価値に調整済みである。
出所：厚生労働省「2024年度財政検証オプション試算」より筆者作成。
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（単位：％）



23  2024.12  No.335  生活経済政策

❖
特
集
　
２
０
２
４
年
年
金
財
政
検
証
と
そ
の
課
題
　
　

額7万円未満の受給者の割合は徐々に減少し、
2004年度生まれになると、0％近くにまで減少す
る。適用拡大③での過去30年投影ケースでも、
2004年度生まれであれば、月額7万円未満の受
給者の割合は、4～ 5％程度にまで大幅に減少
する。この理由は、後世代ほど厚生年金の加入年
数が伸張する影響を受けることによる。また、短時
間で働く者の割合が男性よりも女性の方が多いた
め、男性よりも女性の方が適用拡大③よりも④で、
ポイント数の減少（改善度）が大きい。
気になるのは、ロスジェネ世代に近い、現在50
歳の男性の場合、適用拡大③でも④でも過去30
年投影ケースの場合、月額7万円未満の受給者数
の割合にほとんど差がない点である。経済成長、賃
金水準の伸びが低水準で進む場合には、残され
た拠出期間が短いロスジェネ世代の給付水準の
改善には限界があるのである。差し迫っているロス
ジェネ世代の年金問題の解決には、大規模な適用
拡大だけでは不十分で、45年延長案や調整期間
の一致など複数のオプションを組み合わせた改革
を検討する必要がある。

逆転現象と3号問題の行方

現在、被扶養配偶者に対し、加入する被保険者
の保険料拠出に基づいて給付を行う国は、先進国
では日本と米国のみとなった。財政検証の試算によ
れば、今後第３号被保険者は急速に減少していく。
政府は、3号問題を正面から解決するのではなく、
女性の就業率の増加や適用拡大によって、限りな
く少数派になることで問題の解決を図るようにも見
える。第３号被保険者像も多様化しており、高所得
層の配偶者の割合が一定程度いる一方で、男性の
第3号被保険者には健康上の問題を抱える者が
多く（髙山 2015）、経済的な余裕がある層と健康上
の理由や家族ケアなどの責任があるために働けな
い層が混在している。
2023年度にノーベル経済学賞を受賞したクラ

ウディア・ゴールディンは、チャイルド・ペナルティ（子
供を持つことにより失われる賃金の大きさ）の存在とそ

れが女性に集中する問題を指摘した（ゴールディン 
2023）。チャイルド・ペナルティは、その時点での収
入減だけでなく、将来の年金額にも影響を及ぼし
続ける。年金制度上の子育て支援については充実
化したが、日本では障害児・者や医療的ケア児など
のケア責任は家族、もっぱら母親が担っている。常
に見守りを必要とする状況は母親の就労の制限や
世帯の生活困窮にもつながる。カナダでは男女を
問わず、育児や介護期間、低所得になった期間な
どを老齢年金の標準報酬を計算する際に除外し
て優遇する制度や欧州では子育て期間を保険料
拠出や拠出期間で配慮する制度設計が行われて
いる。
「年収の壁」問題は、総選挙後にわかに注目を集
めることになった。現時点では壁の位置をより高額
に移動することに主眼が置かれているが、単なる壁
の移動では問題の解決にはならない。制度の正確
な知識な普及と、壁自体の解消や就労選択への中
立性の議論が深まることを期待したい。■

《注》
1 	 経団連の十倉会長の発言「今は70%が共働きで

すから、そういう人たちが老後の不安もないような
働き方に中立な年金保障制度がいいと思いますの
で、そういう意味で106 万円の壁をなくしていくと
いう今度の政府の方針は大きな方向性としてはいい
のではないかなと思います」（2024 年 11月11日
TBSニュース）による。
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